
日高地域森林計画

変 更 計 画 書

（日高森林計画区）

自 令和 ２年４月 １日 

  計画期間 

至 令和１２年３月３１日 

（令和２年１２月２５日変更） 

（令和３年１２月２７日変更） 

（令和４年１２月２７日変更） 

（令和５年１２月２６日変更） 

北  海  道 



計画変更の理由と始期 

 

１ 変更理由 

  次の理由により地域森林計画を変更する。 

 

(1) 全国森林計画の策定（令和５年１０月１３日閣議決定）に伴う、内容見直しによる 

 

(2) 計画の対象とする森林の区域の異動による。 

 

２ 変更始期 

  令和６年４月１日から適用する。 
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Ⅰ 計画の大綱 
１ 森林計画制度について 
 

 

（１）森林計画制度とは 

森林は、水源の涵
かん

養や水害の防止、木材の生産、土砂流出・崩壊などの災害の防止、気象・騒音の

緩和や大気の浄化、野生生物の生息地域の提供、レクリエーション施設や保健教育的活動の場の提

供などいろいろな面で人々の生活と深く関わっています。また、大気中の二酸化炭素を吸収し、地球

温暖化を防止する重要な役割も担っています。 

しかし、森林の造成には長い年月を必要とし、一度荒れてしまった森林は回復が容易ではありま

せん。したがって、森林に対する無責任な扱いによる様々な問題を発生させないため、法律や制度な

どによる計画的な森林づくりのルールが必要となります。 

このことから、計画的・長期的な視点に立ち、森林を適切に管理・育成することを目的に「森林計

画制度」が設けられています。 

 

（２）森林計画制度の体系 

森林づくりは、森林・林業をとりまく環境や森林資源の内容に応じてその方法は異なり、さらには、

地域の特色を活かしてきめ細かく計画することが重要です。 
このことから、森林計画制度は、それぞれの行政・地域レベルで整合性を保ちながら、効果的な施策

を実施するため、国から森林所有者等までの段階的な体系となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）地域森林計画とは 

地域森林計画は、森林に関する国の森林整備及び保全の方向を示す「全国森林計画」に即して都道府

県がたてる計画であり、百年先を見据えた北海道の森林づくりに関するマスタープランである「北海道

森林づくり基本計画」などの各種関連計画を踏まえ、地域の特性に応じた森林整備及び保全の目標等と

（連携） 

 

北海道森林づくり 

基本計画 

北海道総合計画 

北海道の 

マスタープラン 

 

 

 

 

 
 

       など 

流域森林・林業活性化

実施計画 

道有林基本計画 

関連する各種計画 

政 府 
【森林・林業基本計画】 

長期的・総合的な政策の方向 

農林水産大臣 
【全国森林計画】 

国の森林整備及び保全の方向 

市町村長 
【市町村森林整備計画】 

地域の森林･林業のマスタープラン 
森林所有者等が行う施業等の規範 

森林所有者等 
【森林経営計画】 

具体的な伐採、造林等に関する計画 

北海道知事 
【地 域 森 林 計 画】 

地域の特性に応じた森林整備及び 
保全の目標 

「森林整備保全事業計画」 

森林整備事業、治山事業に関する 
５年間の事業計画 

北海道森林管理局長 
【国有林の地域別の森林計画】 

国有林の森林整備及び保全の目標 

・全道を１３の森林計画区に区分 

・５年ごとに１０年間の計画を樹立 
計画樹立年 
令和元年 渡島檜山、日高 
令和２年 胆振東部、宗谷、網走東部 
令和３年 留萌、釧路根室 
令和４年 後志胆振、石狩空知、上川北部 
令和５年 上川南部、網走西部、十勝 
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ともに、地域の森林･林業のマスタープランである「市町村森林整備計画」に記載する森林施業等の規範

となる事項の指針を示しています。 
 

（４）森林計画と関わりのある制度 
森林計画制度を推進することにより、森林法の目的である森林の保続培養と森林生産力の増進が

図られ、また、森林施業の共同化や林業労働力の確保、事業量の安定確保、機械化の推進など、地域

林業の振興に大きく貢献することができます。 
このことから、森林計画制度は、地域の特性に応じた森林づくりを計画的に進めていくため、森林

を守り育てる様々な制度と密接に関わっています。 
＜保安林制度＞ 

わたしたちの暮らしに必要な水を貯え、土砂崩れなどの災害防止といった重要な役割を果たし

ている森林を保護し、管理するための制度です。 
地域森林計画では、計画期間における保安林の指定計画や既に指定している 

保安林の伐採などの施業方法について記載しています。 
＜林地開発許可制度＞ 

無秩序な森林の開発による災害の発生や環境の悪化を防止するため、 
地域森林計画の対象となっている森林に一定の制限を加える制度です。 

  １ｈａ（太陽光発電設備は 0.5ｈａ）を超える森林の開発を行おうと 
するときは、北海道知事（市町村へ権限移譲した場合は移譲市町村長）の許可が必要となります。 
＜伐採及び伐採後の造林の届出制度＞ 

    森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合には、あらかじめ市町

村長に伐採方法や伐採後の造林方法等を記載した届出書を提出する必要があります。 
森林の伐採、造林などの施業が、市町村森林整備計画に従って適正に行われることを目的に設

けられています。 
＜森林の土地の所有者届出制度＞ 

地域森林計画の対象となっている森林について、売買や相続・贈与 
・譲渡及び買収などにより新たに森林の土地の所有者となった 
場合には、市町村長にその旨の届出をしなければなりません。 
＜森林整備補助制度＞ 

    森林は、私的財産としての存在にとどまらず、水資源の確保や 
災害防止などの公益的な役割を持つ公的財産であるといえます。 

そこで、一定の要件を満たす植栽や下刈り、間伐、森林作業道などの 
森林づくりに必要な費用に対して公的な補助制度が設けられています。 

    森林経営計画を作成し、計画的に施業を実施している場合は、補助の 
対象となります。 
＜森林整備地域活動支援交付金制度＞ 

森林経営計画の作成促進、境界の明確化や既設路網の簡易な改良等をするために行う活動を対

象として、交付金を交付する制度が設けられています。 
   ＜林業金融・税制制度＞ 

林業経営に関わる植栽、きのこ等の生産、木材の生産・流通などに必要な事業資金・設備資金・

運転資金の低利融資制度のほか、相続税等税制上の特例措置が設けられています。 
森林経営計画の認定を受けた森林所有者等は、日本政策金融公庫などの低利融資、所得税や相

続税等の税制上の特例を受けることができます。 

＜共有者不確知森林制度＞ 
 共有林の伐採は共有者全員の合意が必要ですが、所有者の一部が所在不明の場合、伐採するこ

とができません。そこで、その所在不明所有者の持ち分について、他の共有者へ移転させること

で立木の伐採及び伐採後の造林ができるようになります。 
＜森林経営管理制度＞ 
 自ら経営管理を行うことが難しい森林所有者から、意欲と能力のある林業経営者へ、市町村が

仲介役となって経営管理の委託を行い、森林の経営管理の集積・集約化を進めるための制度です。 
 また、それができない森林の経営管理は市町村が自ら行うことができます。 
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２ 森林の持つ機能とその区域について 

 
 

（１）森林の機能（森林のはたらき）について 

森林の持つ機能は、水源涵
かん

養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・

レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能及び木材等生産機能に分

類されます。このうち人々の生活や周囲の環境に広く寄与する水源涵
かん

養機能から地球環境保全機能

までの７つのはたらきは、「森林の公益的機能」と呼ばれています。 

なお、地球環境保全機能は二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働きが保たれ

ることによって発揮される属地性のない機能であるため、森林の区域の設定の対象とはしないこと

とします。 

 

 

～清らかな水を供給する（水源涵
かん

養機能）～ 

森林の土壌は雨水を蓄え不純物をろ過する働きがあります。 

水枯れや洪水を防ぎながら、きれいな水を与えてくれます。 

（渇水緩和、水質浄化、洪水緩和） 

 

 

 

 

 

 

～土砂崩れを防ぐ（山地災害防止機能/土壌保全機能）～ 

森林は大地にしっかりと根を張り、土砂の流出や山崩れを 

防いでいます。川や海を汚さず、住宅や道路などを守ります。 

（土砂流出・崩壊防止、なだれ防止等） 

 

 

 

 

 

～快適な生活環境をつくる（快適環境形成機能）～ 

木々の葉は、空気をきれいにし、さらに強風や飛砂、騒音 

などから生活を守ってくれます。 

（気象緩和、風害防止、大気浄化等） 

 

 

 

 

～森林とふれあう（保健・レクリエーション機能）～ 
私たちが森林浴やキャンプをする場所を提供し心と身体を 

健康にしてくれます。 

（レクリエーション・保健休養の場の提供等） 
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～優れた自然景観と文化にふれあう（文化機能）～ 
史跡、名勝や天然記念物などと一体となって優れた自然景観や 

歴史的風致を持った森林は、私たちに心の潤いをもたらしてくれ

ます。 

（自然景観・歴史的風致の提供） 

 

 

 

 

 

～野生生物のすみか（生物多様性保全機能）～ 
森林は野生生物のすみかであり、多様な生物が共存しながら生

育・生息しています。 

（野生生物等、生物多様性の保全） 

 

 
 
 
 
～暮らしに活かす木の文化（木材等生産機能）～ 

私たちの生活に欠かせない建築資材や紙などの原料と 

なる木材資源を供給します。 

（木材生産、特用林産物等の生産） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

↓木と木の間に適度な間隔が有り、立派に木が 

成長しています。 

 森林の中も明るく、地面の草花や低木もよく 

育ち、土砂の流出も防ぎます。 

↑適度な間隔で形質の 

 悪い木を間引きます。 

←間引きをしない･･･ 

 こんなヒョロ～っとした 

木になります 

↑着々と木が成長しています。 

でも、木が混み合っているため 

地面が暗くなっています、 

「木が元気に育つために」 
森林の樹木や草花が元気に育つためには太陽の光が必要です。しかし、木がうっそうと茂っていては太陽の光が地面まで 

届かず、樹木の下にある草花は育つことができません。長年生き続けた老木や枝と枝がぶつかり合った木を伐り、太陽の光 

が地面まで届く明るい森林をつくることで、すべての若木や草花が元気に育つことができます。 

 また、伐られた木は、家を建てる時の材料や紙などへ姿を変え、我々の生活に役立ち、一度使われた木材や紙は、リサイ 

クルすることで再び紙などへ姿を変え使うことができます。 

 「植えて育てて、伐って使って、また植える」という森林づくりのサイクルを繰り返し行い、その途中で生産される木材を 

有効に使うことで、森林は健康な状態のままで生き続けることができます。 
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（２）発揮を期待する機能に応じた森林の区域について 
森林の各機能が総合的かつ高度に発揮されるように整備及び保全するためには、地域の方々の理

解と参加が得られるように、森林を守り育てる基本的な方針や方法を分かりやすく示すことが重要
です。 

このため、地域森林計画では森林の持つ様々な機能を高度に発揮させるため、森林を主に「水源涵
かん

養林」、「山地災害防止林」、「生活環境保全林」、「保健・文化機能等維持林」、「木材等生産林」の５つ
の区域に分類し、それぞれの区域に応じた望ましい森林の姿へ誘導することとしています。 

 

発揮を期待する機能 
発揮を期待する森林に 

応じた森林の区域 
森林の区域に応じた目的 

 水源涵
かん

養 

機  能 

水 源 涵
か ん

養 林 ○良質な水資源の安定供給の確保 

 
水資源保全 

ゾーン 
○水道取水施設等の上流域の保全 

 

山地災害 

防止機能 

／ 

土壌保全 

機  能 

山地災害防止林 

○土砂の流出・崩壊の防備など 

災害に強い国土基盤の形成 

 

 

快適環境 

形成機能 
生活環境保全林 

○居住地や農地周辺における風害 

・騒音などの影響を緩和し、地 

域の快適な生活環境を形成 

 

保 健 ・ 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

機  能 

保 健 ・ 文 化 

機 能 等 維 持 林 

○森林とのふれあいを通じた憩い 

と学びの場の提供 

○自然景観・歴史的風致の提供 

○生物多様性の保全 

 

文化機能 

 

生

物

多

様

性

ゾ

ー

ン 

水 辺 林 

タ イ プ 

○河川や湖沼周辺の生物多様性の 

保全 

 

生物多様性 

保全機能 

保護地域 

タ イ プ 

○貴重な森林生態系を維持してい 

る地域の保全 

 

 

木 材 等 

生産機能 

木 材 等 生 産 林 
○木材等の持続的・安定的・効率 

的な供給 

 
特に効率的な
施業が可能な

森林 

○特に木材等の持続的・安定的・効

率的な供給 
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望ましい姿 基本方針 

○浸透、保水能力の高い土壌を有している森林 
○伐採に伴う裸地の縮小及び分散を図る施業を

推進し、良質な水を安定供給します。 

○浸透、保水能力の高い土壌を有し、下層植生や

樹根が発達した多様な樹種、複数の階層からな

る森林 

○裸地の縮小及び分散、植栽による機能回復及び濁

水発生の回避を図るなど、良質な水の安定供給に

特に配慮した施業を推進します。 

○下層植生や樹根が深く広く発達し、土壌を保持

する能力に優れた森林 

 

○林床の裸地化の縮小及び回避を図るとともに、

地形・地質等の条件に応じた施業を推進し、災

害に強い地域環境を形成します。 

○樹高が高く枝葉が多く茂るなど、遮蔽能力や汚

染物質の吸収力が高く、諸被害に対する抵抗性

が高い森林 

○風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効

な森林の構成を維持し、地域の快適な生活環境

を保全します。 

○住民等の憩いと学びの場を提供している森林、

自然景観・歴史的風致等を構成している森林で

あって精神的・文化的・知的向上等を促す場と

しての森林、生物多様性を保全する森林 

○保健・レクリエーション機能の向上、自然景観・

歴史的風致の維持・形成、生物多様性の保全機

能の向上等を図る多様な施業を行います。 

 

○多様な樹種・樹齢からなり、野生生物の生育・

生息に適し、土砂・濁水等の流入制御に寄与し

ている森林 

○河川、湖沼周辺において、生物多様性の保全及

び濁水発生の回避を図る施業を行います。 

 

○針広混交林等、希少な野生生物の生育・生息に

適している森林 

 

○希少な野生生物の生育・生息地確保を図るた

め、原生的な森林の保全に配慮した施業を行い

ます。 

○生育に適した土壌等を有し、成長量が大きく、

林道等の基盤施設が整備されている森林 

○適切な造林・保育・間伐や施業の集団化・機械

化による効率的な整備を推進し、木材等を持続

的・安定的・効率的に供給します。 

○特に生育に適した土壌等を有し、成長量が大き

く、林道等の基盤施設が整備されている森林 

○設定区域においては、伐採後に原則、植栽によ

る更新を行います。 
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一般民有林

122

道有林

48

国有林

232 

森林の所管別面積（千ha）

浦河町の乗馬体験 

アポイ岳の登山 

３ 計画区の概況 

 

 

（１）地域の概要 

地勢：北海道の中央南西部に位置し、南北に連なる日高山脈とほぼ 

それに併行して走る海岸線に挟まれた長方形状の地理的条件 

にある。 

北東は日高山脈を境に上川・十勝地方に、北西は胆振地方に 

それぞれ接しており、南は太平洋に面している。 

気候：年平均気温約 7.5℃、年間平均降水量約 1,269mm 

年最深積雪約 138cm 

沿岸部では海岸性気候を示し、気温の年較差・日較差が比較 

的小さく、降雪量はやや多い。内陸部では大陸性気候を示し、 

気温の変化が大きく、降水量も比較的多い。 

構成：７町 

人口：約 69 千人（平成２７年国勢調査） 全道の 1.3％ 

産業：（農 業）国内生産頭数の約 80％を占め全国一を誇る軽種馬 

生産をはじめ、畑作や酪農、肉牛生産が盛ん。 

（漁 業）沿岸漁業を主体に、こんぶ、さけ、つぶ類などが主 

要魚種として漁獲されている。 

（その他）わが国最大の国定公園「日高山脈襟裳国定公園」が 

あり、特別天然記念物の「アポイ岳高山植物群」や 

襟裳岬の雄壮な景観を有している。 
 
（２）森林・林業の概要 

森 林 面 積（ 注 １ ）：総土地面積の 84％の 402 千ｈａ 

（国有林含む） 

民 有 林 面 積：170 千ｈａ（計画区の森林の 42％） 

民 有 林 蓄 積：28,553 千ｍ３ 

ヘクタール当たり蓄積は 168ｍ３ 

（全道では 151ｍ３） 

伐 採 材 積（ 注 ２ ）：全道の5％の260千ｍ３（うち民有林64％） 
     （注１）平成30年度北海道林業統計 

   （注２）平成30年度実績（道森林計画課調べ） 
 
（３）木材産業の概要 

  製 材 工 場 の 原 木 消 費 量：65千ｍ３ （全道の4％） 

  製 材 出 荷 量：29千ｍ３ （全道の3％） 

  チ ッ プ 工 場 の 原 料 消 費 量：69千ｍ３ （全道の4％） 

  （注）平成30年度実績（道林業木材課調べ） 
 
（４）林業事業体等の概要 

（平成31年3月31日現在） 

区  分 森林組合 造林業 
素 材 

生産業 

木材・木製品製造業 

製 材 チップ その他 

日  高 
4 

(4) 
29 27 5 

7 

(5) 
2 

全  道 
79 

(47) 
420 408 166 

196 

(150) 
75 

（注１）森林組合の( )は中核森林組合で内数、チップの( )は製材との兼業で内数である。 
（注 2）その他は、合単板、集成材、フローリング、プレカットの工場である。 

（注３）単位は森林組合・造林業・素材生産業が事業体数、木材・木製品製造業が工場数である。
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４ 前計画に対する実績及びその評価 
 

 

前半５カ年（平成 27 年度～令和元年度）の計画量及び実績見込みについては次のとおりです。 

計画事項 区  分 前 計 画 実  績 実 行 率 備  考 

伐採立木材積 

主  伐 499 千 m3 383 千 m3 77 ％  

間  伐 684 千 m3 500 千 m3 73 ％  

計 1,183 千 m3 883 千 m3 75 ％  

造 林 面 積  

人工造林 1,822 ha 1,254 ha 69 ％  

天然更新 4,207 ha   393 ha 9 ％  

計 6,029 ha 1,647 ha 27 ％  

間 伐 面 積  間  伐 12,952 ha 9,699 ha 75 ％  

林道の開設  

又 は 拡 張  

開  設 34.1 km 15.3 km 45 ％  

舗  装 － km － km － ％  

改  良 6 箇所 2 箇所 33 ％  

保安林の指定 保安林指定面積 251 ha 165 ha 66 ％  

治山事業の数量 施工地区数  35 箇所 67 箇所 191 ％  

要整備森林の指定 指定箇所数  2 箇所 2 箇所 100 ％  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 主伐は、主伐期を迎えたカラマツ人工林を主体に伐採が進みましたが、天然林の伐採が進まな

かったことから、計画を下回りました。 

 
２ 間伐は、地形が急峻な箇所等で間伐を実施できなかった箇所があったことから、計画を下回り

ました。 
 

３ 人工造林は、択伐が進まず、更新すべき森林が少なくなり、樹下植栽が進まなかったなどのた

め、計画を下回りました。 

 
４ 天然更新は、択伐が進まず、更新すべき森林が少なくなったなどのため、計画を下回りました。 
 
５ 林道の開設又は拡張は、後期計画に見送った箇所があったことから、計画を下回りました。 
 
６ 保安林の指定は、後期計画に繰り越した箇所があったことから、計画を下回りました。 
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５ 計画区の現状・課題と取組 
 

 
本計画区は、急峻な日高山脈の西側に位置し、国内最大の国定公園「日高山脈襟裳国定公園」を有す

るなど、雄大な山岳景観を形成し、シマフクロウやヒダカソウなどの希少な野生動植物が生育・生息し

ている地域であり、自然観光や体験学習のフィールドとして多くの利用者が訪れているほか、産業では、

国内生産頭数全国一を誇る地域の基幹産業である軽種馬の生産や、こんぶ・さけ・つぶ類などの沿岸漁

業が営まれています 

本計画区の森林面積は総土地面積の 84％を占め、全道で最も森林の割合が高い地域となっており、

森林面積の 42％が民有林で、そのうち 75％を天然林が占める天然林が豊富な地域となっています。 

人工林の樹種別面積割合を見ると、主要樹種であるトドマツが 54％、次いでカラマツが 34％と割

合が多く、これら二つの樹種で全体の 88％を占めています。齢級構成では、主伐・間伐期を迎えた齢

級に多く、トドマツが 7～12 齢級（31～60 年生）、カラマツは 10～12 齢級（46～60 年生）に広

く分布しており、人工林全体で見ても 10 齢級以上の主伐期を迎えた高齢級林分の割合が 44%を占め

ている状況にあることから、今後は伐採量の増加が見込まれています。 

 このような状況の中、木材価格の低迷などに起因した林業採算性の悪化等により、森林所有者の森林

整備に対する意欲が減退し、伐採後の再造林が滞るなど手入れ不足の森林が見受けられます。適切な森

林整備が行われず森林が荒廃すると、国土の保全や水源の涵
かん

養、地球温暖化防止等の森林の有する多面

的機能の発揮に著しく影響を及ぼします。 

これらのことから、本計画区における森林づくりは、希少な野生動植物の生育・生息地となっている

森林の保全や、多面的機能の高度発揮、雇用創出や地域経済の活性化に寄与する森林整備を目指すため

に、地域の森林所有者や森林・林業・木材産業関係者と道・市町村などの協働により、次の取組を進め

ていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画的な森林整備の推進】 

本計画区の人工林は、前述のとおり主伐期を迎えた 10 齢級以上の林分が 44%を占めている状況

にあることから、今後は資源の有効利用のため伐採が進んでいくことが想定されます。 

このことから、伐採後は確実に再造林を行い、資源の循環利用はもとより、森林資源の保続や多面

的機能の維持・増進及び発揮に寄与する山地災害防止機能の高い森林づくりを行っていきます。 

山地災害防止機能の高い森林づくりにおいては、適切な時期に間伐を行うことが最も重要ですが、

間伐は森林を育成するだけでなく、地域林業関係者の雇用創出にも大きく貢献することや、林内に光

が差し込むことにより、下層植生が多様化し、野生動植物が生育し易い環境となることから、生物多

様性保全の観点からみても重要です。 

このため、施業の集約化と適切な路網の配置、高性能林業機械による作業システムの構築と低コス

ト施業を推進するとともに、民有林における認定率が 77％（平成 30 年度末現在）と全道平均を上回

っている森林経営計画の策定を更に促進し、確実に実行管理することにより、計画的な伐採と確実な

再造林を推進していきます。 

 

人工林齢級別森林面積（民有林） 

（齢級） 

（ha） 
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日高地域木質バイオマス資源利用推進協議会 

林地未利用材の集荷作業 木質バイオマス用チップ生産施設 

（注）リモートセンシング技術：対象を遠隔から測定する手段であり、人工衛星や航空機などから地表面付近を観測する技術 

（注） 

【風倒被害対策を含む適切な森林管理】 

近年は、異常気象とも言える大型の台風や爆弾低気圧などによ 

って道内においても甚大な森林被害（風倒被害等）が発生してい 

る状況で、台風の通過ルートとなり易い太平洋沿岸中部地域を中 

心に特に被害が多くなっています。 

本計画区においても太平洋に面する被害発生リスクの高い地域 

であるため、対策として災害発生後の迅速な被害状況の把握と風 

倒被害等のリスクを軽減する適切な森林管理が重要であると考え 

られます。 

被害状況の迅速な把握については、近年技術の発展が目覚まし 

いリモートセンシング技術 の活用が効率的と考えられ、衛星画 

像や空中写真により広域的に被害の全貌を把握し、詳細について 

は無人航空機（ドローン）からの撮影により高精度な調査・解析 

を行い、また、被害リスクを軽減する適切な森林管理にあたっては、試験研究機関が進めている立地

特性に応じた風倒被害マップの作成や樹種特性に応じた最適な施業方法などの研究成果を取り入れつ

つ適切な森林管理を進めていきます。 

 

 

 

【木質バイオマス資源の利用】 

本計画区では、カラマツやトドマツの針葉樹を主体と 

した素材生産、製材加工及びパルプ用チップ材生産など 

の林業生産が行われてきましたが、近年は切捨となって 

いた間伐材をはじめ、枝条・追上材などの林地未利用材 

を活かした木質バイオマス資源の有効利用に注目されて 

いるところです。 

大規模木質バイオマス発電施設への原料供給のみなら 

ず、地域で稼働が始まった木質バイオマスボイラー熱供 

給施設の燃料としても利用され始めたことによって、森 

林所有者の所得向上、新規就労者の確保や雇用の拡大・ 

通年化へと繋がり、地域経済が活性化するなど木質バイ 

オマスによる林業成長産業化への機運が高まっています。 

今後も安定的に未利用材資源を集荷・供給していく上で、地域全体が連携・協力し、一体となって

取り組みを進めることが重要であるため、平成 27 年に設立した「日高地域木質バイオマス資源利用

推進協議会」が主導となり、急傾斜地が多く所有森林が小規模・分散型である当計画区においての一

般材生産と併せた効率的な作業システムの確立、人工林における適切な時期の間伐や細部路網整備の

推進を図り、未利用材資源の安定的かつ持続的な集荷・供給体制づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

リモートセンシング技術の活用 
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６ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 

 

 

（１）北海道森林づくり条例等との整合 

北海道の森林は、エゾマツやミズナラに代表される天然林やカラマツなどの人工林が豊かにひろ

がり、清らかな水を貯え、野生生物の生育・生息の場となるとともに、二酸化炭素を吸収し地球温暖

化を防止する等、わたしたちにとってかけがえのない貴重な財産となっています。 

このような森林の多面的な機能を持続的に発揮させるため、林業活動や山村地域等の活性化を図

りながら、道民との協働による森林づくりを進め、広大な大地にふさわしい豊かな生態系をはぐく

む森林を守り育て、将来の世代に引き継がなければなりません。 

道では、このような考え方から「北海道森林づくり条例」を制定するとともに、百年先を見据えた

森林づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため「北海道森林づくり基本計画」を策定

しています。 

このことから、地域森林計画の基本的な方針の設定に当たっては、北海道森林づくり条例に定め

る基本理念及び北海道森林づくり基本計画の長期的な目標（めざす姿）を踏まえ、地域の森林・林

業・木材産業の状況、地域経済、産業など自然的・社会的な地域の特徴を踏まえたうえで樹立するこ

ととします。 
 

～条例の基本理念～ 
 
 
 
 
 
 

～基本計画の長期的な目標（めざす姿）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の方々などの意見把握と計画への反映 

計画の樹立に当たっては、検討段階から地域の方々に森林づくりに対する関心や理解をより深め

てもらう取組が必要です。 

このため道では、計画を樹立する地域において市町村への事前アンケートや「地域森林づくり検

討会」を通じて、地域の方々から、森林づくりの重要性や森林計画に関する意見の把握に努め、この

結果を計画に反映しています。 

このうち「地域森林づくり検討会」では、地域での課題や森林づくりの方向性、取組等に関する地

域の関係者や森林所有者、住民の方々の意見・提案を聞くために検討を行い、森林・林業・木材産業

の現状についての認識を深めていただいた上で意見交換を行っています。 

また、地域森林計画の原案が完成した段階で、再度、地域の方々の意見・質問を伺っています。 

さらに、施業方法等の技術的な課題については、専門的知識が必要であることから、研究者などの

学識経験者と意見交換を行い、「市町村森林整備計画」に記載する森林施業の規範となる事項の見直し

を行うこととしています。  
 

  

○長期的な展望を持ち、地域の特性に応じた森林づくり 
○林業及び木材産業等の健全な発展を通じた森林づくり 
○道民、森林所有者、事業者及び道との協働による森林づくり 

○百年先を見据え、地域の特性に応じた森林づくりを進めるため、自然条件や社会的条件を

踏まえ、発揮を期待する機能に応じて、「水源涵
かん

養林」「山地災害防止林」「生活環境保全

林」「保健・文化機能等維持林」「木材等生産林」に区分し、それぞれの機能を発揮させる

森林づくりを進めます。 
○適切な森林管理に基づく森林づくりに伴い産出される木材を最大限に有効活用し、道民生

活に木材・木製品の利用が定着することをめざします。 
○道民との協働による森林づくりに向けて、木育の全道への普及・定着を図り、豊かな感性

と思いやりの心を育む人づくりと、人と森林や木材が深い絆で結ばれる「木の文化」が息

づく社会をめざします。 
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７ 本計画区の目標 
 

 

 

（１） 森林の機能に応じた望ましい森林の姿 

木材の安定供給や森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、計画期間において到達し、

かつ、保持すべき森林資源の状態等を次のとおり定めます。 

 

 【森林の誘導の考え方】 

  ○育成単層林 

木材等生産機能の発揮が求められる森林において、皆 

伐再造林を計画的に実施します。 

また、公益的機能の発揮が特に求められる一部の森林 

は、帯状・群状などの部分的な伐採を実施した後、広 

    葉樹の導入や植栽により育成複層林へ誘導します。 

    

  ○育成複層林 

抜き伐り等の部分的な伐採を実施した後、植栽等により 

更新し、間伐などの保育を計画的に実施し、公益的機能 

の高度発揮を図ります。 

 

  ○天然生林 

自然の推移にゆだね森林を維持し、公益的機能の高度発揮を図ります。 

また、適切な森林施業を行う必要がある一部の森林は、育成複層林へ誘導します。 

 

注１ 育成単層林：森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為により成立

させ維持する森林をいいます。 

注２ 育成複層林：森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は単木で伐採し、一定の範囲又は同一空間におい

て、林齢や樹種の違いから複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させる森林をい

います。 

注３ 天 然 生 林：主に自然に散布された種子などにより成立し、維持される森林をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画期首 計画期末

94 93 

38 39 

38 38 

森林の区分別面積（千ｈａ）

育成単層林

育成複層林

天然生林

構

成

面

積

  
   

  

計   画 期  末  

千ｍ３  
適切な森林の  
整備及び保全   

計 画 期 末 
  ３３,８９５  千ｍ３ 

計 画 期  首 
２８,５５３千ｍ３ 
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（２）計画事項の概要 

森林の機能に応じた望ましい森林の姿に誘導するため、伐採、造林、間伐について、次のとおり計

画します。 
 

ア 伐採計画について 

 

 

（単位 材積：千㎥） 

区 分 前計画 本計画 

主 伐 1,100 1,220 

間 伐 1,286 1,208 

計 2,386 2,428 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ 造林計画について 

 
 

（単位 面積：ha） 

区  分 前計画 本計画 

人工造林 3,756 4,489 

天然更新 9,166 4,013 

計 12,922 8,472 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 間伐計画について  

 

 

（単位 面積：ha） 

区 分 前計画 本計画 

間 伐 24,468 18,862 

 

 

 

 

 

 

 
     

〈基本的な考え方〉 

・主伐は、人工林の主伐対象資源が増加することなどから、前計画を上回る計画。 

・間伐は、人工林が主伐期に移行し、対象資源が減少することなどから、前計画を下回る

計画。 

〈基本的な考え方〉 

・人工造林は、主伐量の増加に伴い、更新面積が増加することから、前計画を上回る計画。 

・天然更新は、天然林における育成複層林への誘導ペースを見直したことから、前計画を

下回る計画。 

〈基本的な考え方〉 

・間伐面積は、主に 5～10 齢級の保育期の人工林について間伐を計画しているが、対象

となる人工林面積が減少することから、前計画を下回る計画。 

1,100 1,220 1,286 1,208 

0 

500 

1,000 

1,500 

前計画 本計画 前計画 本計画

主伐 間伐
（千m3）

3,756 4,489 

9,166 

4,013 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

前計画 本計画 前計画 本計画

（ha） 人工造林 天然更新


